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（設置目的） 

第１条 自殺対策基本法を踏まえ、県内の関係機関・団体が連携し、 

総合的な自殺対策の推進を図ることを目的として、長崎県 

自殺対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成させるため、次の事項につい

て、協議検討する。 

 （１）情報の収集及び意見交換 

 （２）自殺対策の実施にあたっての連携 

 （３）自殺対策事業の実施状況についての検証 

 （４）その他自殺対策の推進に必要な事項  

（委 員）   

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱・任

命する。 

  （１）医療・福祉・保健関係者 

  （２）教育関係者 

 （３）学識経験者 

 （４）商工労働関係者 

 （５）相談機関関係者 

 （６）警察関係者 

 （７）民間活動団体・報道関係者 

 （８）地域団体関係者 

 （９）県関係者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。    

３ 任期途中の委員の欠員による後任委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出する。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき

はその職務を代理する。 

（会 議） 

第５条   協議会は、長崎県福祉保健部長が招集する。 

（庶 務） 

第６条 協議会の庶務は、長崎県福祉保健部障害福祉課及び国保・

健康増進課、長崎こども・女性・障害者支援センターにおいて処

理する。 

（専門委員会の設置） 

第７条 協議会における検討課題に関し具体的協議を行うため、専

門委員会を設置する。 

２ 専門委員会の委員は、第３条に掲げる関係機関から選任すると

ともに、その他必要な者を加えることとする。 

３ 専門委員会は、別に定める設置要領に基づき設置、運営する。 

４ 専門委員会での協議、活動事項については、協議会の開催時に

報告するものとする。 

（雑 則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、長崎県福祉保 健部長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年１１月 ２日 から施行する。 

  この要綱は、平成１９年 ７月２５日から施行する。 
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